
WAM助成
募集のお知らせ

〈モデル事業〉

本事業の公募は、本来令和３年度予算が成
立した後に行うべきものですが、できるだ
け早期に事業を実施するために、予算成立
前に行うことといたしました。そのため、
予算の成立状況によっては、内容に変更が
生じることがある点に留意してください。

応募締切

令和３年２月１日(月) PM 5:00 まで

令和３年度 W A M 助 成（モデル事業）募集開始！

elfare nd edical ervice Agency



（1）地域連携活動支援事業 （2）全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

助成先団体が関係機関との継続的・相

互的な連携体制の構築を通じて、政策

化・制度化を目指す

ことをもって、地域

における面的な成果

の広がりを目指す事

業

助成先団体が幹事的役割を果

たし、各地域のNPO等との継続

的な連携体制の構築を通じて、

政策化・制度化を目指すことを

もって、全国的・広域的なセー

フティネットの充実を図る事業

（その他）
・通常助成事業とモデル事業でそれぞれ１団体１事業ずつご応募いただけます。
・採択については、通常助成事業又はモデル事業のいずれかとなります。
・上記以外の事項については、「令和３年度社会福祉振興助成事業募集要領(通常助成事業)(案) 」に準じます。
・要望書作成にあたっては「助成事業Q&A」をご確認のうえ作成してください。

社会福祉振興助成事業（ＷＡＭ助成）では、地域共生社会の実現に向けて、通常助成事業のほかにモデル

事業を実施します。

社会課題が一層複雑化するなか、これまで民間福祉活動団体が培ってきたノウハウや連携体制をもとに、

事業を通じて新たに明らかとなった課題や社会的に認知が進んでいない課題に対応することを目的に、国や

自治体において政策化・制度化を目指す新たな｢モデル｣となり得る活動を募集します。

１ WAM助成モデル事業とは

要件など 内 容

事業の要件

・国や自治体において政策化・制度化を目指す新たな｢モデル｣となり得る活動であること
・既存事業の継続のみを目的とした計画や通常助成事業と同じ申請内容を複数年継続する計画は対象外
・複数年にわたり安定した運営を行うため、事業の実施体制を確実に確保すること
・連携団体と事業目標の共有化を図った上で事業を推進すること
・事業成果の可視化を念頭に置き、評価を実施すること
・外部評価者又は伴走支援者（※）と共に定期的な進捗管理を行い、結果を報告すること

※外部評価者又は伴走支援者の人数については、特に制限を設けていませんが、政策化・制度化につなげていくために必要な調査
の補助及び政策化・制度化に向けての事業の進捗、改善、成果の可視化等について客観的な視点での助言等がその役割として求め
られるため、助成事業で取り組む課題･分野の専門家を必ず入れるようにしてください。

助成期間

２～３年以内

・事業計画に基づき、連続する２年又は３年にわたり助成金の交付対象とすることを予定しています。ただし、
次年度の助成金を保証するものではありません。また、採択された場合であっても、予算の都合等により助成金
額の減額や助成の終了となる場合があります。

・助成金の交付申請及び交付決定は年度毎に行います。次年度の審査は、当年度の実施状況を踏まえて行います。
審査の結果によっては、次年度以降の助成金額の減額や助成の終了となる場合があります。

助成金額
３年間の合計：３，０００万円まで
２年間の合計：２，０００万円まで

対象経費

「令和３年度社会福祉振興助成事業募集要領(通常助成事業)(案)」に準ずることとします。なお、事業の実施体
制において、一時的に雇用する人材では対応できない専門性を必要とする業務も実施可能とする観点から、団体
の職員が助成事業に従事した時間の賃金相当額（時給換算により計算した基本給・通勤費相当に限る）を対象経
費に含めることができるものとします。ただし、対象経費とすることができる範囲は助成金額に対して５０％を
上限とします。

次の（１）又は（２）のいずれかの事業であり、かつ、通常助成事業と同様の助成テーマに該当し、応
募団体が自ら主催する事業とします。

WAM

３ WAM助成の対象となる事業の実施期間

２ 対象事業及び要件など

WAM

https://www.wam.go.jp/hp/wamjosei/

WAM
NPO 03- 3438- 4756 03- 3438- 9942 9:00 17:00
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